
１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。       ２　給与費は当初予算に計上された額である。
(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（21年4月1日現在）
　　　　①一般行政職

歳 円 円
歳 円 円

(2) 職員の初任給の状況（21年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（21年4月1日現在）

円 円 円

国

172,200

初任給

140,100

310,500

経験年数２０年以上２５年未満経験年数１５年以上２０年未満

268,100

１９．４％

一人当たり給与費

387,506

（注）１　人件費の内訳は、報酬・給料・職員手当等・共済費である。

95,601千円

給 与 費

　　　　　　Ａ

（注）１  ラスパイレス指数と
は、国家公務員の給与水準を１
００とした場合の地方公務員の
給与水準を示す指数である。

21年度

木祖村

　　　　　（19年度末）

区分

325,113

職員数

185,800

41.5

69,837千円

国

平均年齢 平均給料月額区 分

41.1
314,429

木祖村の給与・定員管理等について

実 質 収 支
区　　分

（参考）人件費率人 件 費歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

１８．５％20年度

２年後の給料

18年度の人件費率　　　　　Ｂ／Ａ　　　

平均給与月額
359,966

　　　　　　Ｂ

292,937千円

426,905千円

２　類似団体平均とは、人口規
模、産業構造が類似している団
体のラスパイレス指数を単純平
均したものである。

（注）１　平均給与月額には、木祖村一般職の
職員に支給されている手当として、扶養手当、
住居手当及び寒冷地手当を含み、通勤手当、
時間外手当及び特殊勤務手当を含まない。

高　校　卒

経験年数１０年以上１５年未満

大　学　卒

区　　　         分

一般行政職

一般行政職

２年後の給料
区 分

木祖村

172,200

140,100

初任給

149,800

185,800

149,800

大　学　卒

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

6,658千円

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ

26,299千円

高　校　卒

2,309,064千円

給　 料 職員手当

3,328人

４４人 170,015千円

233,400

（Ｈ１８）
９２．８

（Ｈ１８）
９２．６

（Ｈ１８）
９３．５

（Ｈ２０）
９３．５

（Ｈ２０）
９４．２

（Ｈ２０）
９５．１

90

91

92

93

94

95

木祖村 県内町村平均 全国町村平均
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（21年4月1日現在）

(2) 昇給期間短縮の状況（普通会計）
　

４　職員の手当の状況
 (1) 期末手当・勤勉手当

千円　
（２０年度支給割合） （２０年度支給割合）
　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

3月分 月分 3月分 月分
（１．６）月分 （０．８）月分 （１．６）月分 （０．８）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2) 退職手当（21年4月1日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 定年早期退職特例措置（２％～２０％加算）その他の加算措置 定年早期退職特例措置（２％～２０％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円

　　　　　比　　　　　　率　　　　Ｂ／Ａ

６級 課長及び総括調整幹の職務

課長補佐及び総括係長の職務

５級

20年度
職 員 数 Ａ

３級

４級 11.8%

2人

構成比標準的な職務内容

主事の職務

普通昇給期間（１２～２４月）を短縮して昇給した職員数　　　Ｂ

　　　　　比　　　　　　率　　　　Ｂ／Ａ

木祖村

0人
0.0%

43人

１級

区　分 職員数

59.28

41.34 33.50 41.34

59.28
47.50 59.2859.28

4人

主任の職務

係長及び主査の職務

２級 5人

14人

14.7%

（注）１　木祖村の給与条例に基づく給
料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それ
ぞ　　　　　れの級に該当する代表的な
職務である。

調整幹及び課長補佐の職務

5.9%

14.7%

41.1%

11.8%

全　職　種

0.0%

44人
区　　　　　　　　　　　　分

0人

1.5

19年度

30.55

普通昇給期間（１２～２４月）を短縮して昇給した職員数　　　Ｂ

1,616

職 員 数 Ａ

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

59.28 59.28

4人

5人

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

26,232

国

１人当たり平均支給額（２０年度） －

30.55
（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

23.50

木祖村 国

23.50

1.5

33.50
47.50

１級
5.9%

１級
6.0%

１級
21.1%

２級
14.7%

２級
21.2%

２級
10.5%

３級
41.1%

３級
33.3% ３級

13.2%

４級
11.8%

４級
15.2%

４級
15.8%

５級
11.8%

５級
9.1%

５級
15.8%

６級
14.7%

６級
15.2% ６級

23.6%
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2



 (3) 特殊勤務手当（21年4月1日現在）
千円
　円
　％

 (4) 時間外勤務手当（普通会計）
千円
千円
千円
千円

(5) その他の手当（普通会計）

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（21年4月1日現在）

円 円
円 円
円 円

5

千円

（２０年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

5,520

1,095

0

国の制度と 支給実績

任期毎に支給されます。

3.35

（２０年度決算）

5,552

　　（２０年度支給割合）

808

税務職員外

主な支給対象業務

村税並びに税外収入の滞納整
理執行に従事した職員

村 長

教 育 長

教 育 長

531,200
497,300
494,000

議 長
副 議 長

村 長
副 村 長

給
料

議 長

期
末
手
当

副 村 長
教 育 長

報
酬副 村 長

定額制

退
職
手
当

村 長
月分

区 分 給 料 月 額 等

議 員 （期末手当に４０％加算あり、１９年度期末手当の支給額は８０％が支給されています。）

218,700

　　（算定方式）

勤続月数に職種別率を乗じて
計算されます。

　（支給時期）

千円

千円

231,333

64,412

35,130

368,000

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

行路死病人取扱手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度）
手当の種類（手当数）

感染症防疫手当

5,796

4,136支給実績（１９年度決算）
支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

日額１，０００円

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

滞納整理手当

日額１，５００円以内

自動車運転手当

支給実績（２０年度決算）

左記職員に対する支給単価

0
0.0

日額１，０００円

運転業務を担当する職員

感染症患者の救護又は防疫作
業に従事した職員

行路死病人の取扱作業に従事
した職員

行路死亡人　日額５，０００円
行路病症人　日額３，０００円

異

借家又は借間に居住し、一定額
を超える家賃等を支払っている
職員及び自宅居住職員に支給
されます。
通勤のために交通機関等を利
用してその料金を負担すること、
又は自動車等を使用することを
常例とする職員に支給されま
す。

異

同

公共用地の取得又は借り受け
のため、直接土地所有者等と
交渉に当った職員

131

異なる内容

120,000
副 議 長
議 員

132,800

通勤手当

管理職手当

扶養手当

管理職員に支給されます。

支給実績（１９年度決算）

用地交渉手当

住居手当

同扶養親族のある職員に支給され
ます。

内容及び支給単価
国の制度
との異同手　当　名

手当の名称 主な支給対象職員

96

3



６　職員数の状況
(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(2) 年齢別職員構成の状況（21年4月1日現在）

(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
　①　定員適正化目標

0

主 な 増 減 理 由対前年
増減数

[     60      ］

平成20年

5

48 1

0

0

0

0

1
1

0

4

2
1

0
0

4
4

平成21年

一
般
行
政
部
門

40

[     60      ］

1

農 水

41小　計

教 育
小　計

4

合　　計

公営企
業会計
等部門

業務増

5

3
5

調整

事務の民間等委託

議 会 1
10
3

民 生

総 務

0

0

職 員 数

1

5
6
1

特別行
政部門

1
0税 務

　　　　　　　　区　　分
　部　　門

9

-1

小　計

6

4

下 水 道
そ の 他

49

土 木
商 工

2
1

1

1

4

衛 生

水 道

平成17年4月1日 平成22年3月31日 ▲2人

計画期間
数値目標

始　期 終　期
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0
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Ｈ２１の構成比

Ｈ１６の構成比
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